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深川西町保育所 重要事項説明書 

 
保育の提供の開始にあたり，深川西町保育所が説明すべき内容は，次のとお

りです。 
  

１ 施設運営主体 

名  称 社会福祉法人 揺籃会  

所 在 地 深川市納内町２丁目２番２０号 

電話番号  ０１６４－３４－５６３５ 

代表者氏名 理事長 永倉 隆太郎 

 
   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 深川西町保育所 

施 設 の 所 在 地 深川市西町２２番１４号 

連  絡  先 電話番号０１６４－２２－７８８１ 
ＦＡＸ０１６４－２６－２００３ 

管  理  者 所長 遊佐 英樹 

対 象 児 童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところによ

り，保育を必要とする小学校就学前児童 

利 用 定 員 満３歳以上の児童             ３０人 
満１歳以上満３歳未満の児童        １４人 
満１歳未満の児童              ６人 

開 設 年 月 日 昭和５２年 ２月 １日 

事 業 所 番 号 ０１２２８５１００００６９ 

 
３ 目的・運営方針 

  深川西町保育所（以下「保育所」という。）は，以下の運営方針に基づき，

保育を必要とする児童を日々受け入れ，保育を行うことを目的とします。 
 ⑴ 保育所は，保育の提供に当たっては，入園する乳児及び幼児（以下「園

児」という。）の最善の利益を考慮し，その福祉を積極的に増進することに

最もふさわしい生活の場を提供するよう努めます。 
 ⑵ 保育所は，保育に関する専門性を有する職員が，家庭との緊密な連携の

下に，園児の状況や発達過程を踏まえ，養護及び教育を一体的に行います。 
 ⑶ 保育所は，園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図り

ながら，園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等

を行うよう努めます。 
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４ 当園における施設・設備等の概要 

（１）施 設 

敷 地 敷地全体 4325.28 ㎡

園庭 753.00 ㎡

園 舎 構 造 鉄骨造ﾙｰﾌｲﾝｸﾞふき平屋建

延べ面積 683.57 ㎡

（２）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

乳児室 １室 さくらんぼ組（０歳児クラス） 

ほふく室 １室 もも組（１歳児クラス） 

保育室 ４室 
りんご組（満２歳児クラス），いちご組（満３歳児

クラス）、ぶどう組（満４歳児クラス），めろん組（満

５歳児クラス）について各１室 

遊戯室（ホール） １室  

調理室 １室  

事務室 １室  

給食室 １室  

相談室 １室  

 
５ 職員の設置状況（令和６年４月１日の状況） 

職 種 員数 常勤 非常勤 備考 

所長 １ １  

総務主任 １ １  
主任保育士 １ １  

副主任保育士 １ １  

保育士 １４ １０ ４  

代替保育士 ２ ２  

准看護師 １ １  

管理栄養士 １ １  
調理員 ２ １ １  

 
当園では，「深川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年深川市条例第１１号）」に定める基準を遵

守し，保育の実施に必要な職員として，上記の職種の職員を配置しています。

なお，入所児童数などによっては，上記の員数と異なることがあります。 

 
６ 保育を提供する日 

  保育を提供する日は，月曜日から土曜日までとします。 
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  ただし，年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日は休園となり

ます。 
７ 保育を提供する時間 

  保育を提供する時間は，次のとおりとします。 
 ⑴ 保育標準時間認定に係る保育時間 

月曜日から土曜日の保育時間（1０．５時間） 午前７時３０分から午後６時まで 

延 長 保 育 時 間 なし 

 
 ⑵ 保育短時間認定に係る保育時間 

月曜日から土曜日の保育時間（８時間） 午前８時３０分から午後４時３０分まで 

延 長 保 育 時 間 朝：午前７時３０分から午前８時３０分まで 

夕：午後４時３０分から午後６時まで 

 
８ 提供する保育等の内容 

  当園は，保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４１号）を踏ま

え，以下の保育その他の便宜の提供を行います。 

 ⑴ 保育及び延長保育の提供 
   毎日の保育の流れ 

時間 ０･１･２歳児 ３･４･５歳児 延長保育 

7: 30 

 

保育標準時間保育開始 保育標準時間保育開始  

8:30 

9:15 

保育短時間保育開始 

おやつ 

遊び（室内外）・散歩 

保育短時間保育開始  

・遊び（室内外） 

課題保育 

 

11:00 

11:15 

食事  

食事 

 

12:00 お昼寝 

（年齢によって前後します）

  

12:15 

 

15:00 

15:15 

 

 

目覚め 

おやつ 

お昼寝 

（年齢によって前後します） 

目覚め 

おやつ 

 

15:30 順次降園 順次降園  

16:30 

 

18:00 

 

保育短時間終了 

 

保育標準時間終了 閉園 

 

保育時間短時間終了 

 

保育時間標準終了 閉園 

 

 

 

保育短時間の 保育標準時間 

延長保育   の延長保育 
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お散歩のコース 

屋外遊戯場以外に、近隣にあるたこ公園、グリーンパークなどにお散歩に行

きます。 

 

⑵ 畑作り 
   畑で色々な野菜を作り土に触れ、成長課程を五感で感じています。 
 ⑶ 食事の提供 
   児童の年齢に応じ，以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

０歳児 ９時１５分頃 １１時頃 １５時１５分頃  

１歳児 ９時１５分頃 １１時頃 １５時１５分頃  

２歳児 ９時１５分頃 １１時頃 １５時１５分頃  

３歳児  １１時１５分頃 １５時１５分頃  

４歳児  １１時１５分頃 １５時１５分頃  
５歳児  １１時１５分頃 １５時１５分頃  

  ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 
  ※ 食物アレルギー等，体質に合わない食材があればご相談ください。 
 ⑷ 健康診断 
   保育所では，定期健康診断を学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）

に規定する健康診断に準じて実施しています。 
   園児健康診断 全園児（年２回），歯科健診 全園児（年２回） 
⑸ その他 

   保育所に入所していないお子さまを、保護者が就業、通院、看護、冠婚

葬祭等家庭での保育が一時的に困難となる理由で一時預かり保育を行い

ます。 

 
９ 保育料等 

保育料 保護者が居住する市町村が定める額 

（その市町村にお支払いください。） 

延長保育料 保護者が居住する市町村が定める額 

主食提供  

その他実費に関する料金  

 

 

当園にお支払いいただいた上記費用につきましては，領収書を交付いたします。 

ただし，口座引落の場合は，希望者のみ領収書を交付いたします。 
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１０ 利用の終了に関する事項 

   保育所は，以下の場合には保育の提供を終了いたします。 
  ⑴ 利用乳幼児が小学校に就学したとき 
  ⑵ 児童の保護者が，児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給

要件に該当しなくなったとき 
  ⑶ その他，利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 
１１ 嘱託医 
   保育所は，以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 
 ⑴ 小児科・感染症内科 

医療機関の名称 津田こどもクリニック 

医 院 長 名 津田 尚也 

所  在  地 深川市５条９番６号 

電 話 番 号 ０１６４－３４－５３１１ 

 ⑵ 歯科   

医療機関の名称 舟山歯科医院 

医 院 長 名 舟山 武 

所  在  地 深川市文光町１２番２５号 

電 話 番 号 ０１６４－２３－２２５５ 

     

１２ 緊急時の対応 

   お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には，保

護者の指定する以下の医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行いま

す。 

児童のかかりつけ 
医療機関 

医療機関名： 
診 療 科： 
主 治 医： 
所 在 地： 
電 話 番 号： 

緊急連絡先① 住   所： 
電 話 番 号： 
氏   名： 
続   柄： 

緊急連絡先② 住   所： 
電 話 番 号： 
氏   名： 
続   柄： 

保護者記入欄 

保護者記入欄 

保護者記入欄 
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＜近隣の緊急連絡先＞ 
１３ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   保育所では，要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 
保育所 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  中野 絢子 
・ご利用時間  ８：３０～ １８：００ 
・電話番号   ０１６４－２２－７８８１ 
 Ｆ Ａ Ｘ   ０１６４－２６－２００３ 
担当者が不在の場合は，保育所職員までお申し出ください。

第三者委員 

坂本 政之 
電話番号 ０１６４－２５－１６３１ 

前揺籃会理事・前清祥園総合施設長 

轡田 光章 
電話番号 ０１６４－２４－２５５８ 

円覚寺前住職 

余合 範子 
電話番号 ０１６４－２４－１０９１ 

前揺籃会理事・前西町保育所所長 

  ※ 保育所では，上記のほか，所内に要望・苦情等に係る投函箱を設置し

ています。 
１４ 非常災害時の対策 

非常時の対応 保育所が定めた消防計画書により対応いたします。 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は，毎月１回以上実施します。 

＜保育所近隣の広域避難場所，一時避難場所，避難所は次のとおりです。＞ 

広域避難場所 深川市立深川小学校 

一時避難場所 保育所運動場 

避難所 深川市立深川小学校 

 
１５ 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

   保育所では，以下の保険に加入しています。 

保険の種類 賠償責任保険 

保険の内容 給食・郊外活動 

保険金額 ５１，２７０ 円（金額は毎年変動あり） 

  
１６ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 保育所の敷地内はすべて禁煙です。 
宗教活動，政治活

動，営利活動 
利用者の思想，信仰は自由ですが，他の利用者に対する

宗教活動，政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 
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保育所における保育の提供を開始するに当たり，本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。 

  
 保育園名：深川西町保育所 

 
 説明者職名：所長      氏名  遊佐 英樹 
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重要事項説明同意書 
 
 
- 
私は，本書面に基づいて深川西町保育所の利用に当たっての重要事項の説明

を受け，同意しました。 

 
   年  月  日 

 
 
 
 

保護者住所： 

 
児童氏名 ： 
                           印 
保護者氏名：   

 
児童から見た続柄： 
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個人情報使用同意書 

 

下記児童及びその保護者に係る個人情報については、以下の目的 

のために必要最小限の範囲内において使用することに同意します。 

・小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園に当たり入学する 

予定の小学校との間で情報を共有すること。 

・他の保育所等へ転園する場合その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍す

る場合において、他の施設等の間で必要な連絡調整を行うこと。 

・緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行う 

こと。 

 

深川西町保育所         所長  遊佐 英樹 様 

 

年  月  日 

保護者住所： 

児童氏名 ： 

保護者氏名：                          印 

児童から見た続柄：                 

 


